
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日 

広
島
県
人
事
委
員
会 

 
 

委
員
長 

髙 
 

升 
 

五
十
雄 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号 

 
 
 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

別
表
第
一
知
事
部
局
の
部
中

「
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長 
介
護
人
材
就
業
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

担
当
課
長 

雇
用
基
金
特
別
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

担
当
課
長 

三 
 
 
 

種 

を 

 
 

   

」 
 
 

 

「
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長

経
営
戦
略
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当

課
長 

介
護
人
材
就
業
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

担
当
課
長 

雇
用
基
金
特
別
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

担
当
課
長 

三 
 
 
 

種

に
改
め
る
。

 

」 
  
 
 

附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


